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国家公安委員会・警察庁における政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況 

 

（事前評価） 

 

表1  規制を対象として評価を実施した政策（No.1～2については令和2年6月12日、No.3については令和2年12月21

日、No.4については令和3年2月24日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kisei/npa.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 重大違反に関する規定の整備 
＜制度改正＞ 

評価の結果を踏まえ、当該規制の拡充を内容の一部とする

「道路交通法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され

た（令和2年6月公布・施行）。 
2 危険行為に関する規定の整備 

3 
取引時確認に係る規定の適用が除外され

る特例の対象となる取引の追加 

＜制度改正＞ 

評価の結果を踏まえ、当該規制の緩和を内容の一部とする

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を

改正する政令」が閣議決定された（令和3年2月公布・施行）。 

4 
クロスボウに係る所持禁止・所持許可制

の新設 

＜制度改正＞ 

評価の結果を踏まえ、当該規制の新設を内容の一部とする

「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」を第

204回通常国会へ提出した。 

 
（事後評価） 

 

表2  目標管理型の政策評価を実施した政策（実績評価方式）（令和2年8月27日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/npa_h24.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
反映状況 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

【基本目標 2 業

績目標 1】 

重要犯罪・重要窃

盗犯の検挙向上 

相当程度

進展あり 

引き続き

推進 

＜予算要求＞ 

 ○ 重要犯罪・重要窃盗犯の検挙向上を図るため、必要な

経費を予算措置した。 

・情報分析支援システム（CIS-CATS）の活用に要する経

費 

   令和 3年度概算要求（1,745百万円） 

   (令和 3年度予算案：1,745 百万円) 

※ システム関係の予算のため、予算要求は内閣官房か

ら一括して行っている。 

  ・DNA型鑑定の推進に要する経費 

   令和 3年度概算要求（4,272百万円） 

   （令和 3年度予算案：3,385 百万円） 
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  ・自動車ナンバー自動読取システムの整備に要する経費 

   令和 3年度概算要求（386百万円） 

   (令和 3年度予算案：342百万円) 

  ・適正な死体取扱業務の推進に要する経費 

   令和 3年度概算要求（3,106百万円） 

   （令和 3年度予算案：3,106 百万円） 

○ 令和3年度地方財政計画において、DNA型鑑定支援業務

従事者の導入に要する経費が容認された。 

＜機構・定員要求＞ 

・ 重大な被害を及ぼす犯罪に対する捜査体制を強化する

ための機構（重大被害犯罪捜査企画官）の新設を要求し、

容認された。 

2 

【基本目標 2 業

績目標 2】 

政治・行政・経済

の構造的不正の

追及の強化 

相当程度

進展あり 

引き続き

推進 

＜予算要求＞ 

 ○ 政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化を図るた

め、必要な経費を予算措置した。 

  ・捜査員の研修に係る経費 

   令和3年度概算要求（20百万円） 

   （令和3年度予算案：20百万円） 

  ・インターネットを利用した選挙運動の違反取締りに要

する経費 

   令和3年度概算要求（8百万円） 

  （令和3年度予算案：8百万円） 

3 

【基本目標 2 業

績目標 3】 

オレオレ詐欺を

はじめとする特

殊詐欺の捜査活

動及び予防活動

の強化 

相当程度

進展あり 

引き続き

推進 

＜予算要求＞ 

 ○ 特殊詐欺の捜査活動及び予防活動の強化を図るため、

必要な経費を予算措置した。 

  ・特殊詐欺助長犯罪に対する市民協力の確保に要する経費 

   令和3年度概算要求（2百万円） 

   （令和3年度予算案：2百万円） 

  ・特殊詐欺に係る警告電話事業の実施に要する経費 

   令和3年度概算要求（45百万円） 

   （令和3年度予算案：45百万円） 

  ・広域知能犯捜査センター借上に要する経費 

   令和3年度概算要求（54百万円） 

   （令和3年度予算案：54百万円） 

  ・総合的な特殊詐欺対策の推進に要する経費 

   令和3年度概算要求（87百万円） 

   （令和3年度予算案：76百万円） 

  ・高齢者犯罪被害対策に要する経費 

   令和3年度概算要求（60百万円） 

   （令和3年度予算案：51百万円） 

・特殊詐欺の撲滅に向けた国民運動を展開するために必

要な広報啓発に要する経費 
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   令和3年度概算要求（162百万円） 

   （令和3年度予算案：162百万円） 

＜機構・定員要求＞ 

・ 特殊詐欺対策の推進のための警察庁職員を増員要求

し、容認された。 

4 

【基本目標 2 業

績目標 5】 

被疑者取調べの

適正化 

相当程度

進展あり 

引き続き

推進 

＜予算要求＞ 

○ 被疑者の取調べの適正化の更なる推進を図るため、捜

査員の研修に必要な経費を予算措置した。 

 ・捜査員の研修に必要な経費 

   令和 3年度概算要求（11百万円） 

   （平成 3年度予算案：11百万円） 

＜事前分析表の変更＞ 

・ 評価結果を踏まえ、参考指標の一部を変更することと

した。 

5 

【基本目標 7 業

績目標 1】 

サイバーセキュ

リティの確保と

サイバー犯罪・サ

イバー攻撃の抑

止 

相当程度

進展あり 

引き続き

推進 

＜予算要求＞ 

 〇 サイバー犯罪の取締り、サイバー攻撃対策等を推進す

るため、必要な経費を予算措置した。 

・対処能力の向上に要する経費 

令和3年度概算要求（2,836百万円） 

（令和3年度予算案：1,362百万円） 

・人的基盤の強化及び研究の推進に要する経費 

 令和3年度概算要求（981百万円） 

 （令和3年度予算案：568百万円） 

・官民連携及び国際連携の推進に要する経費 

 令和3年度概算要求（313百万円） 

 （令和3年度予算案：313百万円） 

＜機構・定員要求＞ 

・ サイバー空間の脅威への対処能力の強化のための警察

庁職員を増員要求し、容認された。 

＜事前分析表の変更＞ 

・ 評価結果を踏まえ、新たな参考指標を追加すること

とした。 

 

表3  規制を対象として評価を実施した政策（令和2年8月27日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kisei/npa.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
反映状況 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律の規制

必要性及

び有効性

が認めら

引き続き

推進 

 評価結果を踏まえ、本政策を引き続き適切に運用するこ

ととした。 
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対象となる事業

者の追加 

れる 

2 

規制対象の事業

者が一定の取引

に際し顧客等に

ついて確認しな

ければならない

事項の追加 

必要性及

び有効性

が認めら

れる 

引き続き

推進 

 評価結果を踏まえ、本政策を引き続き適切に運用するこ

ととした。 

3 

識別符号の不正

流通に関する行

為についての規

制の強化 

必要性及

び有効性

が認めら

れる 

引き続き

推進 

 評価結果を踏まえ、本政策を引き続き適切に運用するこ

ととした。 

4 

公告国際テロリ

ストに対する行

為の制限等 

必要性及

び有効性

が認めら

れる 

引き続き

推進 

 評価結果を踏まえ、本政策を引き続き適切に運用するこ

ととした。 

5 

公告国際テロリ

ストが所持して

いる規制対象財

産の仮領置等 

必要性及

び有効性

が認めら

れる 

引き続き

推進 

 評価結果を踏まえ、本政策を引き続き適切に運用するこ

ととした。 

6 

疑わしい取引の

届出に関する判

断の方法につい

ての規定の整備 

必要性及

び有効性

が認めら

れる 

引き続き

推進 

 評価結果を踏まえ、本政策を引き続き適切に運用するこ

ととした。 

7 

外国所在為替取

引業者との契約

締結の際の確認

義務に関する規

定の整備 

必要性及

び有効性

が認めら

れる 

引き続き

推進 

 評価結果を踏まえ、本政策を引き続き適切に運用するこ

ととした。 
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